
昭
和
六
十
年
十
二
月
二
十
日
受
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答

弁

第

一

八

号 
   

衆
議
院
議
員
小
川
新
一
郎
君
提
出
ゴ
ミ
処
理
技
術
の
開
発
、
評
価
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
三
第
一
八
号 

昭
和
六
十
年
十
二
月
二
十
日 

衆

議

院

議

長 
坂 

田 

道 

太 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
小
川
新
一
郎
君
提
出
ゴ
ミ
処
理
技
術
の
開
発
、
評
価
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

弁
書 

一
に
つ
い
て 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
の
最

終
処
分
を
適
正
に
行
い
、
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
基
準
及
び
最
終
処

分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

市
町
村
に
お
け
る
ご
み
処
理
経
費
の
推
移
は
、
ご
み
一
ト
ン
当
た
り
昭
和
五
十
六
年
度
二
万
千
五
百
三
十
九

円
、
昭
和
五
十
七
年
度
二
万
千
六
百
八
十
二
円
、
昭

和

五

十

八

年

度

二
万
三
千
三
百
九
十
三
円
と
な
つ
て
い

る
。 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

市
町
村
に
お
け
る
廃
棄
物
処
理
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
焼
却
処
理
施
設
等
の
ご
み
処
理
施
設
、
粗
大
ご
み

処
理
施
設
、
埋
立
処
分
地
施
設
等
の
設
置
費
用
に
つ
い
て
四
分
の
一
の
国
庫
補
助
を
行
つ
て
い
る
。 

市
町
村
の
ご
み
処
理
施
設
は
、
厚
生
省
令
で
定
め
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
及
び
維
持
管
理
基
準
に
基
づ
き

適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
国
庫
補
助
率
に
つ
い
て
は
、
公
害
防
止
の
促
進
そ
の
他
の
観
点
か
ら
補
助
率
の
か
さ
上
げ
を
行
つ
て

い
る
。 

な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
余
熱
利
用
技
術
等
効
率
的
な
処
理
技
術
に
関
す
る
調
査
研
究
等
を
行
つ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

処
理
経
費
の
上
昇
は
、
建
設
資
材
費
、
人
件
費
等
の
上
昇
に
起
因
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

四 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

当
該
方
法
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
処
理
対
象
と
な
る
ご
み
の
性
状
、
埋
立
用
地
の
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案

し
て
市
町
村
が
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

政
府
と
し
て
も
、
ご
み
処
理
施
設
の
性
能
維
持
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
精
密
機
能
検
査
を
実
施
す
る
よ
う
市

町
村
を
指
導
す
る
と
と
も
に
、
ご
み
処
理
経
費
に
つ
い
て
そ
の
実
態
の
把
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ご
み
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
施
設
の
処
理
性
能
、
経
済
性
、
公
害
防
止
等
の
観
点
か
ら
適
正
な
施
設
が
整

備
さ
れ
る
よ
う
構
造
指
針
を
定
め
、
当
該
指
針
に
沿
つ
た
整
備
を
指
導
し
て
い
る
。 

「
鉄
化
石
ゴ
ミ
処
理
プ
ラ
ン
ト
」
に
よ
る
ご
み
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
、
埋
立
用
地
の
節
約
が
図
ら
れ
る
等
の

利
点
が
あ
る
が
、
ご
み
の
性
状
に
よ
つ
て
は
、
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五 

 



 

六 

ご
み
の
焼
却
処
理
は
、
廃
棄
物
の
安
定
化
及
び
減
容
化
の
観
点
か
ら
有
効
な
方
法
で
あ
り
、
従
来
か
ら
市
町

村
に
お
い
て
広
く
採
用
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
も
、
廃
棄
物
の
適
正
処
理
を
推
進
す
る
た
め
、
市
町
村
に
お
け
る
焼
却
処
理
施
設
の
計
画
的
な

整
備
を
図
つ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
埋
立
用
地
確
保
が
困
難
な
我
が
国
に
お
い
て
は
、
今
後
と
も
焼
却
処
理

は
不
可
欠
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
焼
却
処
理
施
設
か
ら
の
排
ガ
ス
、
排
水
等
に
つ
い
て
は
、
電
気
集
じ
ん
機
、
排
水
処
理
設
備
等
の
公

害
防
止
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
環
境
保
全
に
万
全
を
期
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




